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■リレー日記～大阪～ 
今年の 7 月、8 月、9 月と連

続して大阪を訪れております。

7 月以前に大阪に行ったのは

10年ほど前。私が関西に住んで

いた時にもこんなペースで大阪に行く機会

はありませんでしたので、人生は分からない

ものだなと思います。 

 新大阪駅から大阪駅まで電車で1駅4分。

電車が淀川に差し掛かると、次第にビル群が

近づいてきます。大阪駅南口の梅田エリアは

オフィス街で、高層ビルが立ち並びます。東

京にたとえるなら新宿のような感じでしょ

うか。 

 

研修目的での来阪のため観光する時間は

ないのですが、一つだけ行きたいところがあ

り立ち寄ってきました。今年 9 月、JR 大阪

駅西口徒歩 1 分の場所に先行まちびらきし

た「グラングリーン大阪」です。 

 

 

 

 

 

 

 

上の画像は、グラングリーン大阪の HP か

ら拝借した 2027 年の完成予想図です。ビ

ル群のど真ん中に緑化スペースを贅沢に使

用しています。この緑化構想が公表された際

には経済効果のなさから批判の声も多くあ

ったようですが、緑が少ない大阪に緑を増や

す、と当時の知事・市長がこの構想を採択し

たそうです。現在ではこのような都市緑化は

長期的な都市の価値を高めると言われてお

りますので、個人的には英断だったと思いま

す。 

下の写真は私が撮影したものです。まだ完

成途上ですが、とても気持ちのよい空間でし

た。朝早かったにもかかわらず、お子様連れ

の家族や、読書をしている若者などが思い思

いに過ごしていました。大阪に行かれた際に

は立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

（林） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「寿(コトブキ)相続」の基礎知
識～相続と境界①～ 
今回は土地の「境界」についてお話しいた

します。境界と相続ってあまり関連しないよ

うに思われるでしょうか？いえ、大いにあり

ます。今回はこの点について説明いたしま

す。 

 

たとえば、相続財産の中に、境界が未確定

の土地があったとします。この場合、どのよ

うなことが起こるでしょうか？ 

 

もし相続人が自宅と土地を早く売却した

い！という場合、境界が未確定だと買主から

土地の境界を明示するように求められます

ので、境界の確定測量をすることになりま

す。すんなりと測量ができればよいのです

が、隣地所有者が不在、あるいは境界立会に
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応じない場合には、境界が確定しません。そ

うなると、買主は土地を購入しない、という

判断をすることもありますし、あるいは境界

が確定しないリスクの分だけ、相場よりも低

い価格を提示されることもあります。また、

境界確定に時間がかかる場合には、買主の希

望購入時期に合わなくなり、購入を見送られ

て早期売却が実現しない可能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、相続後に土地を分割して兄弟で分け

ようという場合にも、土地の境界が確定して

いなければ分筆登記はできません。境界を確

定しようにも、上記の例のように隣地所有者

から境界確認が得られなければ、境界は確定

せず、分筆登記もままなりません。分筆登記

が出来なければ、その土地を兄弟で共有する

ことになり、将来の「争族」リスクが高まり

まってしまいます。 

 

 このように、土地の境界を確定しないこと

によって、相続発生時に「早く売れない」「相

場よりも安くなる」というリスクが生じてし

まいます。境界が決まることで、土地の資産

価値は確定します。資産価値が確定しない土

地は値付けの妨げになり、「土地の商品化」

を阻害します。 

確かに、確定測量の結果、実際の土地の面

積が登記簿面積よりも大きかった場合には

固定資産税が高くなってしまう可能性はあ

ります。また、確定測量するにあたって、土

地の面積等にもよりますが、数十万円の費用

はかかります。しかし、一般的には早期に確

定測量を行う方がメリットは大きいように

思います。相続後の売却や分筆をお考えの場

合には、お早めの確定測量を検討されること

をお勧めします。 

次回は境界の種類についてお話しいたし

ます(林) 

■上原の不動産屋でのドタバタ
日記～10 年前の思い出～ 

物件を探す際には、インターネ

ットで調べたり、不動産会社に直

接足を運んだりする選択肢があ

ります。そして物件を案内しても

らう際には、不動産会社の営業担当者が同行

してくれることが多いでしょう。その担当者

との相性について気にされたことはありま

すか。話し方、外見、雰囲気など、気になる

ポイントがあるかもしれません。皆さんは、

どのような方に物件を紹介してもらいたい

と感じるでしょうか。 

 

これは、以前私が勤務していた不動産会社

での出来事です。ある日、「店舗を探してい

る」というメールが男性のお客様から届きま

した。すぐにメールで返信すると、その日の

うちに返信があり、いくつかの物件を紹介す

るため、資料を持って待ち合わせをすること

になりました。その男性はフランス料理を学

んできた方で、独立してお店を開きたいとい

う希望がありました。私のところに来る前

に、すでにいくつかの不動産会社を回ってい

たようです。 

 

いくつか物件を案内しましたが、その日の

うちには決まりませんでした。後日、再びメ

ールがあり、物件案内を続けましたが、なか

なか決まらず、何度かやり取りを重ねるうち

に 1 ヶ月ほどが過ぎていました。ある日、物

件の案内中に、その男性が「物件が決まるま

で上原さんに紹介してもらいたい」と言って

くれました。とても嬉しい言葉でしたが、思

わず「私に何かいいところがありました

か？」と尋ねてしまいました。 

 

すると、男性はメールの返信が早いことを

挙げてくれましたが、それ以上に「時計」が

決め手だったそうです。私が身につけていた

時計が、男性にとって特別なポイントだった

ようで、彼自身が気に入っている時計を着け

ている人にお願いしたかったとのことでし

た。もし私が時計を着けていなかったら、こ

の依頼はなかったのかもしれません。 

 

ちなみに、私が物件を案内してもらうとし

たら、あまり営業色を出さず、気楽に接して
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くれる人が理想ですね。 

 

■読書案内～狭小邸宅～ 
 過酷な不動産営業の

実態が生々しく描かれ

ている本書ですが、パワ

ハラが当たり前に行わ

れていた一昔前の不動

産営業マン達の奮闘が

描かれています。武蔵小

山や奥沢、自由が丘な

ど、西小山から近い馴染

みのある場所も出てきます。 

死ぬ気で営業しなければ上司に詰められ

る。詰められた部下は上司の叱責を貰わない

よう営業に向かうが、精神的にもだいぶ参っ

た状態。しかし、営業しても売れなければ営

業してないのと一緒。新築戸建ての販売が中

心ですが、案内できるお客様がいなければ新

人もベテランも立場は一緒。営業方法はサン

ドイッチマンや電話営業です。受話器と手を

ガムテープでグルグル巻きにされる。どのよ

うな気持ちで日々自分を保っているのか。主

人公も売れる営業マンではないですが一つ

の成功体験から後半は話し方にも変化が出

てくるのがわかります。 

営業会社では売上ノルマを課されること

がほとんどです。トップクラスの成績を維持

し続けることは努力だけでは難しいのが現

実です。 

 最近話題の「地面師たち」の著者の作品で

す。ご興味がありましたらぜひ。 

(新庄耕・著/集英社発行/2013 年) (上原) 

 

■賃貸住宅修繕共済の具体例 
 修繕費用を経費計

上でき、所得税の軽減

と同時に大規模修繕

資金の確保ができる

ようになった「賃貸住

宅修繕共済」。本共済

では、資金確保だけで

なく、共済請求権が相

続税の課税対象外と

なるため、相続税対策

にも有効です。 

 

大規模修繕は、備えをしていてもしていな

くても、賃貸経営をしている限り必ず訪れま

す。そのため、本共済は、その備えをよりお

得に実現する画期的な方法です。 

その一方で、「一体どれだけ節税になるの

か分かりにくい」という点も事実です。そこ

で、大まかなシミュレーションをしてみま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 

・契約者：西小山太郎さん 

・全 10 戸の木造アパートを 1 棟所有 

・家賃と年金で年間収入 1000 万円 

・毎月の掛金は 5 万円 

・共済の契約期間：10 年 

 

結論から申しますと、西小山太郎さんは

10 年間で約 224 万円を節税できることに

になります。どういうことでしょうか？ 

 

まず、普通に毎月 5 万円を積み立てた場合

には 10 年間で 600 万円が貯まります。し

かし、修繕共済を使うと、この共済を利用す

るシステム利用料が 10年間で 37.6万円ほ

どかかります。そのため、満期時に請求でき

る共済金は約 562 万円になります。これだ

と逆にお金が減っているように感じますが、

節税効果も考慮するとどうでしょうか？ 

毎月 5 万円を経費化できるため、その分節

税ができます。計算は省略しますが、所得税

(復興特別所得税含む)と住民税も含めると、

年間約 26 万円、10 年間で約 260 万円納

税額が減ります。 

つまり、共済受取額は 600 万円ではなく

562 万円に減少しますが、節税効果が約

260万円ありますので、600万円から260

万円の節税分を引いた、実質の現金支出は

340 万円。この 340 万円で共済金 562 万

円を手にすることができるということです。

共済金 562 万円を約 40%オフの 340 万

円で手に入れることができると考えると、本
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共済を使うメリットをご理解いただけるの

ではないでしょうか？ 

  

今回は具体例を用いて説明させていただ

きました。「自分のアパートも実際にシミュ

レーションしてほしい！」といったご要望が

ありましたら、お気軽にご連絡ください。ヒ

アリングの上、シミュレーション結果を提供

させていただきます。お気軽にどうぞ！ 

TEL：0120-76-2011 

 

※契約内容、所得額等によって効果は異なります。 

※算出結果は理論値です。 

※あいにく、当共済のご提供は、現在のところ当社で

管理契約を結んでいるオーナー様限定とさせていた

だいております。ただし、管理契約を結んでおられな

いオーナー様でも、共済の無料相談をお受けしており

ますので、ご興味がある方はぜひお気軽にお問い合わ

せください。 

 

■【コトブキ相続セミナー】 
遺言書と遺贈寄付 

 今回も、かむろ坂行

政書士事務所の今藤氏

をお招きして、遺言書

と遺贈寄付のセミナー

を開催いたします。 

 遺言書といえばとっ

つきにくい印象がある

かと思いますが、作成

のポイントや留意点

を、今藤さんが分かり

やすく説明してくださいます。 

また、お亡くなりになった後に、希望する

団体等に生前の財産を寄付することができ

ると近年話題の遺贈寄付についてもお話し

いただきます。参加費無料です。ご参加をお

待ちしております。 

 

日時：11 月 17 日(日)13 時半～15 時 

場所：荏原区民センター第 2 会議室 

   （品川区荏原 5 丁目 6-5） 

※参加費無料・５名限定 

※完全予約制 

※予約期限 11 月 16 日(土)午後 1 時 

※ご連絡先：0120-76-2011 

※お申し込みは以下の QR コードからも受

け付けています。 

 

 

 

■【勧誘一切なし！】 
「コトブキの賃貸管理」無料相
談会のお知らせ 

当社の賃貸管理に

ついて無料相談会を

実施しております。 

「今は必要ないけ

れども、ちょっと話

をきいてみたい」、

「他社に管理を任せているけれども、コトブ

キの管理内容も知りたい」など、今すぐ管理

を依頼したいという方でなくても結構です。

賃貸管理以外のご相談についてもご希望が

ありましたら応じさせていただきます。勧誘

行為は一切いたしませんので、安心してご相

談ください。 

【お申込み方法】 

開催は土日祝の 11 時から 16 時で、ご相談

時間は 1 時間です。恐れ入りますが、完全予

約制で、ご予約はお電話にて承っておりま

す。お電話の際「無料相談会」とお伝えいた

だきましたら幸いです。 

電話番号：0120-76-2011 

 

■10 月・11 月の休業予定日 
10・11 月の営業カレンダーは以下のとお

りです。色部分は定休外休日になります。 

休業日は予告なく変更される場合があり

ます。変更の際は当社ホームページにてお知

らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■9 月の管理物件稼働率 

9 月の当社管理物件(マスターリース含む)

の稼働率は 97.09％でした。 


